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（参考資料） 

自立支援教育訓練給付金及び高等職業訓練促進給付金の今回の主な改正点        

 

事業名 現行の支援内容 今回の主な改正点 

自立支援教

育訓練給付

金事業 

内 容：ひとり親家庭の主体的な能力開 

発を支援するもので、対象講座 

を受講して修了した場合に経 

費の一部を支給するもの。 

支給額：指定する教育訓練講座の受講料 

の６０％支給（上限２０万円） 

対象者：ひとり親家庭の父・母、養育者   

で児童扶養手当の支給を受けている

又は同等の所得水準にある者。 

対象講座：介護福祉士、医療事務等厚生 

保険法の規程により厚生労働 

大臣が指定する教育訓練講座 

 

 件数 金額 

H30 実績 5 件 275,184 円 

      

●対象講座の細分化 

① 一般教育訓練 

・介護職・医療事務等 

② 特定一般教育訓練 

・大型免許・技能検定等 

③ 専門実践教育訓練 

・看護師、保育士、美容師等 

※②、③は厚生労働大臣が指定する

専門資格の取得を目的とする講座に

限る。 

 

●支給額（上限額）の拡大 

①、②は現行通り（上限２０万円） 

③専門実践教育訓練に係る支給額の上

限額を修学年数に２０万円を乗じた額

（上限８０万円）とする。 

高等職業訓

練促進給付

金等事業 

内 容：ひとり親家庭の父又は母が就職の 

際に有利な資格、生活の安定に資 

する資格の取得を促進するとと 

もに、生活の負担軽減を図り安定 

した修業環境を提供するため、 

１年以上養成機関等で修学する 

際の生活費の一部を支給する。 

支給額：市民税非課税世帯月額１０万円、 

市民税課税世帯月額 7 万５百円 

対象者：ひとり親家庭の父・母、養育者   

で児童扶養手当の支給を受けている

又は同等の所得水準にある者。 

支給期間：修業期間で上限３６月 

対象講座：看護師、社会福祉士、美容師、 

保育士、介護福祉士等 

 

※修業期間修了後、「高等職業訓練修了支

援給付金」（非課税世帯 5 万円、課税世帯

2 万 5 千円）支給 

H30 実績 件数 金額 

訓練促進給付金 11件 9,777,500 円 

修了支援給付金 4 件 200,000 円 
 

●支給額の加算 

養成機関における過程の修業期間の

最終の１２月についてそれぞれ月額

４万円加算 

 

●支給期間の延長 

 上限４８月に 

（修業に 48 月必要な場合に限る。） 

 ・保健師、助産師、社会福祉士等 

 

 

 


